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令和８年本宮市教育委員会３月定例会会議録 

 

１ 日  時  令和８年３月１８日（水）午後１時３０分～午後２時７分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      大 内 順 一 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

委      員（３番）  古 宮 博 文 

委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            川名 美和子 

   生涯学習部長   国分 孝寿 

        首席参事兼白沢公民館長     松野 義則 

次長兼幼保学校課長       石橋 淳 

参事兼管理主事兼指導主事    斎藤 一範 

上席参事兼まゆみ保育所長    遠藤 道子 

参事兼文化スポーツ振興課長   松本 敏男 

参事兼教育総務課長       遠藤 智顕 

しらさわ図書館長        柳沼 志津子 

        国際交流課長          小林 康洋 

指導主事         大野 武文 

指導主事            遠藤 知宏 

（書記）教育総務課総務係長   鈴木 和英 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件 

議案第 １５ 号  令和８年度本宮市学校運営協議会委員の任命について 

議案第 １６ 号  令和８年度本宮市幼稚園評議員の委嘱について 

議案第 １７ 号  本宮市スポーツ推進委員の委嘱について（追加） 

議案第 １８ 号  本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に 

ついて 

議案第 １９ 号  教育委員会事務局組織見直しに伴う関係訓令の整備に関する 

訓令について 

議案第 ２０ 号  本宮市コミュニティ・スクールディレクター設置要綱の制定に 

ついて 

議案第 ２１ 号  本宮市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する 

告示について 
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        報告第  ６  号  令和８年度地区公民館長、分館長の任用について（追加） 

        報告第  ７ 号  外国語指導助手の退任について 

報告第  ８  号  本宮市議会３月定例会一般質問について 

        報告第  ９  号  本宮市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置 

実施計画について 

        報告第 １０ 号  令和７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書 

について 

        報告第 １１ 号  令和８年度小・中学校児童・生徒数について 

報告第 １２ 号  令和８年度保育所・幼稚園入所状況について 

報告第 １３ 号  令和８年度放課後児童クラブの利用申込み状況について 

報告第 １４ 号  本宮市中学生進路状況について 

        報告第 １５ 号  第２０回もとみやロードレース大会エントリー状況について 

 

７ 審議経過 

【午後１時３０分開会】 

 

◇教育長 それでは、定刻となりました。 

  ただいまから、教育委員会３月定例会を開会いたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。今回は、１番委員と３番委員にお願いいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１５号 令和８年度本宮市学校運営協議会委員の任命について 

◇教育長 議案第１５号 令和８年度本宮市学校運営協議会委員の任命について説明をお願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第１５号を朗読〕 

◇教育長 教育部参事。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 議案第１５号 本宮市学校運営協議会委員の任命について申し上げま

す。 

  任期途中での入替えの学校が１ページの本宮小、五百川小、本宮第一中学校です。本宮まゆみ小に

ついて変更はありません。 

  任期満了に伴う学校が、１ページから３ページの岩根小、本宮二中、しらさわ学校区です。 

  続いて、本宮市コミュニティ・スクール・ディレクターの委嘱について申し上げます。 

  資料は３ページの一番下になります。 

  本宮第一中学校区については、新たに令和５年度から本宮一中で学校運営協議会委員を務めていた

だいております小野間宏子さんにお願いしたいと考えております。本宮第二中学校区の熊田さん、し

らさわ学校区の矢島さんにつきましては、引き続きお願いしたいと考えております。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、議案第１５号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 
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◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１５号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１５号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１６号 令和８年度本宮市幼稚園評議員の委嘱について 

◇教育長 次に、議案第１６号 令和８年度本宮市幼稚園評議員の委嘱について説明をお願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第１６号を朗読〕 

◇教育長 幼保学校課指導主事。 

◇幼保学校課指導主事 それでは、議案第１６号の１をお開きください。 

  令和８年度本宮市幼稚園評議員の委員の委嘱について申し上げます。 

  五百川幼保総合施設の渡辺さん、遠藤さんは、幼児教育に従事した方であります。３番目の渡辺徹

さんは前年度ＰＴＡ会長になります。 

  岩根幼稚園の宍戸さん、菅田さんは地域代表、舟橋さんは前々年度ＰＴＡ会長になります。 

  糠沢幼稚園の角沖さん、菅野さんは遊友クラブ指導員、渡辺さんは前年度ＰＴＡ会長になります。 

  和田幼稚園は、令和８年度は休園となりますので、おりません。 

  白岩幼稚園の伊藤さんは元白岩幼稚園職員、増子さんは地域の方の代表、渡辺さんは前年度ＰＴＡ

会長になります。 

  以上になります。 

◇教育長 それでは、議案第１６号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１６号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１６号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１７号 本宮市スポーツ推進委員の委嘱について（追加） 

◇教育長 議案第１７号 本宮市スポーツ推進委員の委嘱について（追加）説明をお願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第１７号を朗読〕 

◇教育長 生涯学習部参事。 

◇参事兼文化スポーツ振興課長 それでは、議案第１７号 本宮市スポーツ推進委員の委嘱についてご

説明申し上げます。 

  議案第１７号資料をご覧いただきたいと思います。 

  本議案につきましては、スポーツ基本法の規定に基づき、委員の委嘱について承認を求めるもので
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あります。 

  なお、委員２０人のうち１８人につきましては、教育委員会２月定例会で既に承認をいただいてお

りましたが、定例会後に委員の１人から退任したい旨の話があり、欠員が３名となってしまいました

ので、２月の定例会後に決定した３人の委嘱について、ご提案するものでございます。 

  また、委員の任期は令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間とするものでありま

す。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１７号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１７号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１７号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１８号 本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

◇教育長 議案第１８号 本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について説明をお

願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第１８号を朗読〕 

◇教育長 教育部参事。 

◇参事兼教育総務課長 それでは、議案第１８号の１、資料をお開き願います。 

  こちらにつきましては、来年４月より生涯学習部組織の再編を行うに当たり、関係する規則の一部

を改正するものでございます。 

  再編の内容につきましては、生涯学習部組織を現行の１課３係から２課３係体制に見直すもので、

現在の文化スポーツ振興課を生涯学習課と文化課に分けまして、係は生涯学習課に社会教育係、社会

体育係の２係、文化課に文化振興係の１係を配置することに伴い、属する施設や分掌事務を分けて整

理するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

◇教育長 それでは、議案第１８号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１８号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１８号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１９号 教育委員会事務局組織見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令について 
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◇教育長 議案第１９号 教育委員会事務局組織見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令について

説明をお願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第１９号を朗読〕 

◇教育長 教育部参事。 

◇参事兼教育総務課長 それでは、議案第１９号の１、資料をお開き願います。 

  こちらにつきましても、生涯学習部組織の再編を行うに当たり、関係する訓令、いわゆる規程につ

いて一部を改正するものでございます。 

  改正が必要な規程は２本ございまして、それぞれ生涯学習部の課名などに修正を加える内容となっ

ております。 

  説明は以上でございます。 

◇教育長 それでは、議案第１９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１９号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１９号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第２０号 本宮市コミュニティ・スクールディレクター設置要綱の制定について 

◇教育長 議案第２０号 本宮市コミュニティ・スクールディレクター設置要綱の制定について説明を

お願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第２０号を朗読〕 

◇教育長 教育部参事。 

◇参事兼教育総務課長 それでは、議案第２０号の１、資料をお開き願います。 

  この要綱につきましては、各学校運営協議会の円滑な運営の役割を担っているコミュニティ・スク

ールディレクター配置についての関係例規整備を図るため、制定するものでございます。 

  中学校区単位で１名を配置し、各協議会の運営支援を行っております。 

  説明は以上でございます。 

◇教育長 それでは、議案第２０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第２０号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第２０号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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    ◎議案第２１号 本宮市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する告示につい 

            て 

◇教育長 議案第２１号 本宮市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する告示につい

て説明をお願いします。 

  総務係長。 

◇書記 〔議案第２１号を朗読〕 

◇教育長 教育部参事。 

◇参事兼教育総務課長 それでは、議案第２１号の１、資料をお開き願います。 

  こちらにつきましても、生涯学習部組織の再編を行うに当たり、関係する要綱について一部を改正

するものでございます。 

  改正の内容は、基本計画を策定する際、策定委員会の下部組織に事務局職にて編成する作業部会を

設けることとしておりまして、生涯学習部の構成委員の役職名などを改正するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

◇教育長 それでは、議案第２１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第２１号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第２１号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第６号 令和８年度地区公民館長、分館長の任用について（追加） 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第６号 令和８年度地区公民館長、分館長の任用について（追加）について説明をお願いしま

す。 

  生涯学習部参事。 

◇参事兼文化スポーツ振興課長 それでは、報告第６号 地区公民館長、分館長の任命についてご説明

申し上げます。 

  報告第６号資料をご覧いただきたいと思います。 

  教育委員会２月定例会において、地区公民館長、分館長の任命について説明させていただきました

が、仁井田地区公民館長が決定しておりませんでした。今回、仁井田地区公民館長について決定いた

しましたので、改めて任命をお願いするものでございます。 

  なお、任用期間につきましては、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間となるも

のでございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第７号 外国語指導助手の退任について 

◇教育長 次に、報告第７号 外国語指導助手の退任について説明をお願いします。 

  国際交流課長。 

◇国際交流課長 それでは、報告第７号 外国語指導助手の退任についてご説明いたします。 

  資料は報告第７号資料をご覧いただきたいと思います。 

  本年３月をもちまして、株式会社インタラック北日本により派遣いただいておりました２名のＡＬ

Ｔが退任することとなりました。 

  まず１人目は、資料１ページ目のアメリカ出身のフランク・マシュー先生です。マシュー先生には、

２年間にわたり白沢中学校区を担当いただきました。ご自身も日本語学習に大変熱心で、子供たちや

地域の方々と積極的にコミュニケーションを図るなど、多くの方から慕われる存在でございました。 

  続きまして、資料２ページ目、フィリピン出身のトルディーヨ・ダナ先生でございます。ダナ先生

には、１年間にわたり本宮第二中学校区を担当していただきました。これまでの豊富な英語指導経験

を存分に活かしていただきまして、子供たちへの非常に質の高い授業を提供いただきました。 

  お二人とも中学校での英語指導ですとか、弁論大会のサポートはもちろんのこと、小学校や幼稚園、

保育所への訪問を通じ、幼い子供たちにも英語の楽しさや異文化に触れる喜びを伝えていただきまし

た。また、国際交流委員のフレンドシップカフェやしらさわ夢図書館での英語のおはなし会などにも

ボランティアとしてご協力いただき、市民の国際理解と語学力の向上に多大なる貢献をいただきまし

た。 

  なお、後任のＡＬＴの先生につきましては、次回の定例会にてご報告させていただきたいと思いま

す。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第８号 本宮市議会３月定例会一般質問について 

◇教育長 次に、報告第８号 本宮市議会３月定例会一般質問について説明をお願いします。 

  教育部長。 

◇教育部長 それでは、報告第８号 本宮市議会３月定例会一般質問についてご報告をさせていただき

ます。 

  令和８年第２回本宮市議会定例会が３月２日に開会し、明日１９日までの１８日間の会期で開催中

となっております。 

  一般質問につきましては、１２名の議員が市政をただし、うち９人の議員から教育行政に関する質

問がありましたので、主な内容について報告させていただきます。 

  資料につきましては、報告第８号、本宮市議会３月定例会一般質問について、ご覧いただきたいと

思います。 

  資料の１ページから４ページが一般質問の一覧表、５ページから８６ページが関係する答弁資料と

なっております。 

  一覧表の中で、黄色のマーカー部分が教育部、緑色のマーカー部分が生涯学習部の内容となります。 
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  なお、この答弁資料は内部資料として作成しているもので、この内容の全てを答弁しているもので

はございませんので、ご了承願いたいと思います。 

  それでは初めに、教育部が所管いたします内容について主なものを報告させていただきます。 

  資料の５ページから１５ページをご覧いただきたいと思います。 

  受付２番、玉川実議員からは、ＧＩＧＡスクール等の取組について質問がございました。 

  本市のＧＩＧＡスクールの進捗状況についておただしがございまして、環境は整っており、タブレ

ットや電子黒板の使用率は格段に上がり、次のフェーズとしてどう活用するかの段階に入っているこ

と、現在、教師主導型の授業からの脱却を進めておりまして、授業改善の中で個別最適な学び・協働

的な学びにつながる効果的な活用を図っていく旨を答弁いたしました。 

  また、校務ＤＸによる教職員への負担軽減策についておただしがあり、各小・中学校では、既に校

務支援システムが導入され、卒業、入学に伴うデータ移行などＬＡＮケーブルにつながっている旨を

答弁させていただきました。 

  次に、１６ページからになります。 

  受付３番、後藤友誉議員からは、小学校教科担任制の展開について質問がございました。 

  教育委員会では、高学年算数科における小学校教科担任制の実施を推奨していること、クラス担任

以外にも教頭先生や教務主任が教科を受け持つ例があること、また、学校外からの専科の教員の採用

については、人材の確保が難しい旨を答弁させていただきました。 

  次は、飛びまして５４ページになります。 

  受付７番、国分秀好議員からは、本宮市教育ビジョンについて質問がございました。 

  教職員の働き方改革につきまして、夏休みを短くして登校日を増やし、６時間目まである日を減ら

すことが働き方改革につながるのではとのご提案がございまして、市は既に県内の多くの自治体より

も夏休みを３日短縮し、各学校がゆとりある教育課程を編成できるようにしているため、さらなる夏

休みの短縮は検討していない旨を答弁いたしました。 

  また、学校・家庭・地域協働の課題についておただしがあり、保護者や地域の方々の生活様式の多

様化により、学校活動に関わる時間の確保が難しくなっていること、また、ＰＴＡ活動などへの参加

意識が希薄になってきていると感じている旨を答弁いたしました。 

  また、コミュニティ・スクール活用の具体策についておただしがありましたが、学校運営協議会は

保護者や地域と学校運営の目標やビジョンを共有し、学校運営や運営に必要な支援について協議する

ものであること、学校によって課題はそれぞれであり、課題解決のため熟議していただきたい旨を答

弁いたしました。 

  次に、６６ページになります。 

  受付８番、菅野健治議員からは、いじめについて質問がございました。 

  令和８年度に向けての取組についておただしがございました。現行の取組を継続し、ケースに応じ

て教育委員会・学校・関係機関が連携し、適切に対応する旨を答弁いたしました。 

  また、ＳＮＳによるいじめを把握する手段、方法についておただしがあり、ＳＮＳによるいじめに

限らず、基本は児童・生徒の日常の様子を担任や教職員が観察し、小さな変化や差異に気づくことが

重要であること、児童・生徒本人・保護者・周囲からの訴えや定期的な教育相談、個別の相談などに

より、早期発見に努めている旨を答弁いたしました。 

  さらには、教育行政について教育長に対し令和８年度の所信についておただしがあり、教育長から

は、就任時に掲げた全ての子供を最大限成長させる教育の実現、本宮市に住んでよかった、本宮市で
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学べてよかったと実感していただける教育環境づくりに今後も引き続き取り組んでいくこと、学力向

上には日々の授業の質の向上が必要であることから、日々の１コマ１コマの授業を大切にし、子供が

明日も学校で学びたいと思える知的好奇心に満ちた授業づくりを教育委員会と学校が一丸となって

推し進めていく旨を答弁されました。 

  次に、８０ページからになります。 

  受付１１番、渡辺忠夫議員からは、中学生保護者の負担軽減について質問がありました。 

  中学校入学時の制服購入費の助成についておただしがあり、令和８年度はこどもまんなかへそのま

ちプロジェクトとして、新たに保育料無償化、給食費無償化を実施し、子育て世帯に対する支援負担

軽減を図ること、軽減部分について制服購入などの入学準備や習い事など子供のために役立ててほし

いこと、制服の助成は予定していない旨を答弁させていただきました。 

  次に、８３ページからになります。 

  受付１２番、川名順子議員からも、市立中学校の制服購入費の助成についておただしがあり、渡辺

忠夫議員と同様の答弁をいたしたところでございます。 

  以上で教育部に係る一般質問の答弁内容の説明とさせていただきます。 

◇教育長 生涯学習部長。 

◇生涯学習部長 続きまして、生涯学習部が所管する内容につきましてご報告申し上げます。 

  資料になります、３２ページから４０ページをご覧いただきたいと思います。 

  受付５番、作田博議員から、合併２０周年記念事業についての質問がございました。 

  文化・スポーツ施設が充実してきたことで、積極的に施設を利用するＰＲを行ってはどうかとのお

ただしに対し、しらさわグリーンパーク野球場は、スコアボードの３画面式ＬＥＤ掲示板への改修が

完了したことから、元プロ野球選手によるドリーム・ベースボールを開催し、市選抜チームとの親善

試合や野球教室を開催する。また、ふれあい美術館では、アルフォンス・ミュシャ展の開催、空調設

備の工事を行っております総合体育館では、女子ハンドボールリーグＨの開催と併せ、男子リーグも

誘致して、市内外に向けたＰＲを図っていく旨、答弁をしております。 

  同じく作田議員から、歴史民俗資料館についての質問があり、建物としての歴史民俗資料館は存続

か廃止かとのおただしに対し、現在、本宮市文化財調査委員会に対し諮問を行い、年度内の答申とな

っております。これを基に教育委員会としても考えをまとめ、執行部並びに議会の皆様と意見を交わ

し、今後の方針を定めてまいりたい旨、答弁しております。 

  次に、４１ページから５３ページをご覧いただきたいと思います。 

  受付６番、根本利信議員からは、スポーツ広場の環境整備と運営についての質問があり、芝生認定

公認コースとしての基準を満たしていると認識しているのか、また、管理人としての役割についての

おただしがあり、グラウンドゴルフ場は令和５年５月に認定を取得して、パークゴルフ場については

令和４年９月に公認の認定を受けており、それぞれ専門業者に委託し、芝の管理を行っている。定休

日に作業を行っているが、天候により実施日が左右されることから、ご理解をいただきたい。また、

ご意見・ご要望がある場合には、管理人に意見をいただくか、直接文化スポーツ振興課まで意見・ご

要望等をお寄せいただきたい旨、答弁をいたしました。 

  次に、資料７６ページから７９ページになります。 

  受付９番、馬場亨守議員からは、公共施設の管理・運営についての質問があり、公民館の利用状況

についてのおだたしに対し、中央公民館、白沢公民館それぞれ利用者が増加している旨、答弁をいた

しております。 
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  以上、一般質問の答弁内容の説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第８号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第９号 本宮市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画につい 

           て 

◇教育長 次に、報告第９号 本宮市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画に

ついて説明をお願いします。 

  教育部参事。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 報告第９号 本宮市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措

置実施計画について申し上げます。 

  データをお開きください。 

  この計画は、給特法第８条の一部改正を踏まえ、教職員の働き方改革を推進するために、服務監督

教育委員会において策定・公表及び市長等への報告並びに総合教育会議への報告が義務づけられまし

た。 

  目標については、下のページ番号で申しますと２ページになります。 

  国・県の基準のとおり、１箇月時間外在校時間が４５時間以下の割合を１００％にする、１年間に

おける１箇月時間外在校時間の平均時間を３０時間程度にするとしております。 

  期間は、令和８年度から令和１１年度までの４年間になります。 

  学校以外が担うべき業務及び教師以外が積極的に参画すべき業務については、２ページから４ペー

ジにかけて整理し、学校徴収金等の公会計化、部活動の地域展開、給食配膳員の配置等について、教

育委員会として取り組むべき内容を示しました。 

  ４ページ中段以降ですが、学校が取り組むべき内容等を整理しました。 

  福島県教育委員会作成の教職員働き改革アクションプランとの関連も踏まえて作成しております。 

  今後は、この計画を基に学校・市長部局と連携を図りながら、教職員の働き方改革の推進を進めて

まいります。 

  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１０号 令和７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について 

◇教育長 次に、報告第１０号 令和７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書につい

て説明をお願いします。 

  教育部参事。 

◇参事兼教育総務課長 それでは、報告第１０号 本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書、

資料の６ページ目の評価結果一覧表をお開き願います。 

  先月、委員の皆様にお集りいただき、ご協議いただきました教育委員会１２事業の評価委員会評価

に対するご意見などにつきまして、右欄に教育委員会評価といたしまして報告書に整理し、完成いた
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しましたので、ご報告申し上げます。 

  内容につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。 

  説明は以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１１号 令和８年度小・中学校児童・生徒数について 

◇教育長 次に、報告第１１号 令和８年度小・中学校児童・生徒数について説明をお願いします。 

  教育部次長。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、報告第１１号資料をご覧いただきたいと思います。 

  令和８年度小・中学校児童・生徒数でございます。令和８年３月１８日現在としております。 

  小学校ですが、合計１，５２６名ということで、前年比５９人の減、中学校ですが７９４人という

ことで、前年度比較３人の減となってございます。 

  説明は以上になります。 

◇教育長 それでは、報告第１１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１２号 令和８年度保育所・幼稚園入所状況について 

◇教育長 次に、報告第１２号 令和８年度保育所・幼稚園入所状況について説明をお願いします。 

  教育部次長。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、報告第１２号資料をご覧いただきたいと思います。 

  令和８年度保育所・幼稚園入所状況についてであります。３月１８日現在となります。 

  まず、表の上段ですが、ピンクの部分、公立保育所合計で４９４人でございます。その下の私立の

認可保育所３つの認可保育所を合計しますと、真ん中の認可保育所合計、黄色い部分ですが 

６１１名で、昨年比較１５名の減となっております。 

  続いて、下段になりますが、公立幼稚園の合計が１７１名、前年比マイナス２８名の減となってお

ります。なお、和田幼稚園は、令和８年度は休園となってございます。 

  説明は以上となります。 

◇教育長 それでは、報告第１２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１３号 令和８年度放課後児童クラブの利用申込み状況について 

◇教育長 次に、報告第１３号 令和８年度放課後児童クラブの利用申込み状況について説明をお願い

します。 

  教育部次長。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、報告１３号の資料をお開きください。 

  令和８年度の放課後児童クラブ利用申込み状況についてです。 
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  合計で４３７人で、前年比較７人の減となっております。 

  説明は以上となります。 

◇教育長 それでは、報告第１３号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１４号 本宮市中学生進路状況について 

◇教育長 次に、報告第１４号 本宮市中学生進路状況について説明をお願いします。 

  幼保学校課指導主事。 

◇幼保学校課指導主事 では、報告１４号 本宮市中学生進路状況について説明を申し上げます。 

  過日３月１６日に高校入試前期選抜の発表があり、本宮第一中学校１０５名中１０２名、本宮第二

中学校１１６名中１１５名、白沢中学校４８名中４５名の進路が決定いたしました。 

  未定の合計７名のうち後期選抜を受験する生徒が一中に２名、白沢中に１名おり、今後の入試の結

果によりこちらの進路が決定いたします。 

  なお、それ以外の未定者が各学校、一中１名、二中１名、白沢中２名おりますが、いずれも不登校

の生徒で、今後も丁寧な聞き取りを行い、進路実現を進めるとの報告を受けております。 

  説明は以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１４号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１５号 第２０回もとみやロードレース大会エントリー状況について 

◇教育長 次に、報告第１５号 第２０回もとみやロードレース大会エントリー状況について説明をお

願いします。 

  生涯学習部参事。 

◇参事兼文化スポーツ振興課長 それでは、報告第１５号資料をご覧いただきたいと思います。 

  第２０回もとみやロードレース大会は、４月１９日、日曜日に白沢公民館、白沢体育館周辺を会場

として、１キロ親子の部のから１０キロ一般の部まで２８部門で競っていただきます。今大会には、

定員２，０００名で募集をしたところ、北は岩手県、南は兵庫県まで、下は２歳から上は８９歳まで

２，０３８人の方から参加申込みをいただいたところでございます。 

  また、今大会は第２０回と記念すべき大会でありますので、ゲストランナーに、２００４年アテネ

オリンピックや２００５年のベルリンマラソンで活躍された、野口みずきさんをお迎えするとともに、

大会アンバサダーの橋本康子さん、橋本隆光さんをお迎えし、大会に花を添えていただきたいと考え

ております。 

  また、今大会につきましても、安全な大会運営に努めてまいりたいと考えております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１５号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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    ◎その他 

◇教育長 次に、その他、事務局から報告等があればお願いいたします。 

〔発言する人なし〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 では、なければ、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日について協議〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を閉会といたします。 

【午後２時７分閉会】 


